
非常通信協議会 

                                      
       

＊各市区町村は都道府県をあて先とし、各都道府県はあて先を内閣府とし、中継依頼機関に送信すること。 

＊中継依頼機関は伝達経路欄の各項目に記入の上、回送すること。 

＊受信時刻と送信時刻は、原則受信時刻については受信完了時刻、送信時刻については、送信開始時刻を記載すること。 

なお、使送の場合は、受信時刻は、使送者から通信文を受け取った時刻、送信時刻は、使送者が自機関を出発した時刻を記載

すること。 

 

 

非 常 通 信 用 紙 

宛
先 機関名： 

発
信
人 

発信日時  月  日   時   分 

機関名： 
             （取扱者：        ） 

通 
 

報 
 

文 

発生日時：令和  年  月  日   時  分 

災害種別：地震・洪水・火災・津波・ 

被災地区： 

被害状況： 

 

要請内容： 

伝 
 

達 
 

経 
 

路 

１ 

受信(   時   分)・送信(   時   分) 
 

機関名： 
（取扱者：       ） 

２ 

受信(   時   分)・送信(   時   分) 
 

機関名： 
（取扱者：       ） 

３ 

受信(   時   分)・送信(   時   分) 
 

機関名： 
（取扱者：       ） 

４ 

受信(   時   分)・送信(   時   分) 
 

機関名： 
（取扱者：       ） 

５ 

受信(   時   分)・送信(   時   分) 
 

機関名： 
（取扱者：       ） 

非 常 


